
保険医療機関

生活保護法による指定病院

労働災害補償法による指定病院

精神保健福祉法による指定病院

精神保健福祉法による応急入院指定病院

自立支援医療適応医療機関  （精神通院医療、育成医療、更生医療、腎臓）

保険医療機関として次の施設基準の届出を行っています。

                                                            令和７年６月１日現在

【入院基本料】

＊地域一般入院料３（１５対１）・・・「Ａ８病棟」  （一般入院）第１２９号

「一般病棟では入院患者様１５人に対して１人の看護師・准看護師を配置しています。」

＊精神病棟１８対１入院基本料・・・「Ａ４、Ｂ１、Ｃ１，Ｃ３各病棟」 （精神入院）第１２９号

「精神病棟では入院患者様１８人に対して 1人の看護師・准看護師を配置しています。」

＊療養病棟入院基本料１・・・「Ａ６、Ａ７各病棟」 （療養入院）第６１号

「療養病棟では入院患者様２０人に対して１人の看護師・准看護師を配置しています。」

【特定入院料】

＊緩和ケア病棟入院料２・・・「Ａ３病棟」  （緩２）第２号

「緩和ケア病棟では入院患者様 7人に対して１人の看護師を配置しています。」

＊精神科急性期治療病棟入院料１・・・「Ａ５病棟」  （精急１）第１１号

「精神科急性治療病棟では入院患者様１３人に対して１人の看護師を配置しています。」

＊精神療養病棟（重症者加算１・２）・・・「Ｂ３、Ｂ４、Ｂ５、Ｂ６各病棟」  （精療）第１５号

「精神療養病棟では入院患者様１５人に対して 1人の看護師・准看護師及び看護補助者を配置しています。」

＊認知症治療病棟１・認知症夜間対応加算・・・「Ｂ２病棟」  （認知１）第１２号

「認知症治療病棟では患者様２０人に対して１人の看護師・准看護師と２５人に対して１人の看護補助者を配置しています。

「夜間は 看護職員、看護補助者３人以上を配置しています。」



【入院基本料等加算】

＊精神科急性期医師配置加算  （精急医配）第１２号・・・「Ａ５病棟」

「精神科急性期治療病棟では患者様１６人に対して１人の医師を配置しています。」

＊看護補助加算１・看護補助体制充実加算１（３０対１）・・・「Ａ８病棟」（看補）第１５２号

＊看護補助加算１・看護補助体制充実加算２（３０対１）・・・「Ａ５病棟（精）」（看補）第１５７号           

「Ａ８病棟、Ａ５病棟では入院患者様３０人に対して１人の看護補助者を配置しています。」

＊看護補助加算２・看護補助体制充実加算２（５０対１）・・・「Ａ４、Ｂ１、Ｃ１、Ｃ３各病棟」（看補）第１５７号

「精神病棟では入院患者様５０人に対して１人の看護補助者を配置しています。」

＊看護配置加算       ・・・「Ａ８病棟」「Ａ５病棟」（看配）第２１２号

＊療養環境加算（療）第４０号、４１号・・・「Ａ４、Ａ５（精）、Ａ８各病棟」  

＊療養病棟療養環境加算１（療養１）第４７号・・・「Ａ６、Ａ７各病棟」

＊重症者等療養環境特別加算（重）第６９号・・・「Ａ８病棟」

＊精神科地域移行実施加算（精移行）第７号・・・「Ａ４、Ｂ１、Ｂ３、Ｂ４、Ｂ５、Ｂ６各病棟」

＊精神科身体合併症加算管理加算（精合併加算）第２１号・・・「Ａ５、Ｂ２各病棟」

＊感染対策向上加算３・連携強化加算・サーベイランス強化加算   （感染対策３）第１２号・・・全病棟

＊依存症入院医療管理加算   （依存管理）第２号・・・「Ａ４、Ａ５、Ｂ１、Ｃ１、Ｃ３各病棟」

＊摂食障害入院医療管理加算  （摂食障害）第６号・・・「Ａ４、Ｂ１、Ｃ１、Ｃ３各病棟」

＊精神科救急搬送患者地域連携受入加算   （精救急受入）第９号・・・「Ａ４、Ｂ１、Ｂ２、Ｂ３、Ｂ４、Ｂ５、Ｂ６、Ｃ１、Ｃ３各病棟」

＊診療録管理体制加算３（診療録３）第８１号・・・「Ａ４、Ａ６、Ａ７、Ａ８、Ｂ１、Ｃ１、Ｃ３各病棟」

＊データ提出加算１・データ提出加算３ イ （データ提）第７９号・・・全病棟

＊後発医薬品使用体制加算３（後発使３）第４７号）・・・「Ａ４、Ａ８、Ｂ１、Ｃ１、Ｃ３各病棟」





【看護職員等配置数の情報提供】

A-3病棟（20床）

当病棟では 1日 9人以上の看護職員（看護師及び准看護師）が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。

・朝 9時～夕方 17時まで看護職員 1人当たりの受け持ちは、4人以内です。

・夕方 17時～深夜 1時まで看護職員 1人当たりの受け持ちは 10人以内です。

・深夜 1時～朝 9時まで看護職員 1人当たりの受け持ちは 10人以内です。

看護職員の看護師比率は 100％です。

A-4病棟（32床）

当病棟では 1日に 6人以上の看護職員（看護師及び准看護師）と 2人以上の看護補助者が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。

・朝 9時～夕方 17時まで看護職員 1人当たりの受け持ちは 8人以内です。看護補助者の受け持ちは 16人以内です。

・夕方 17時～深夜 1時まで看護職員 1人当たりの受け持ちは 16人以内です。

・深夜 1時～朝 9時まで看護職員 1人当たりの受け持ちは 16人以内です。

看護職員の看護師比率は 40％以上です。

A-5病棟（48床）

当病棟では１日に 12人以上の看護職員（看護師及び准看護師）と 5人以上の看護補助者が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。

・朝 9時～夕方 17時まで看護職員 1人当たりの受け持ちは 6人以内です。看護補助者の受け持ちは 10人以内です。

・夕方 17時～深夜 1時までで看護職員 1人当たりの受け持ちは 24人以内です。

・深夜 1時～朝 9時まで看護職員 1人当たりの受け持ちは 24人以内です。

看護職員の看護師比率は 40％以上です。

A-6病棟（55床）

当病棟では 1日に 9人以上の看護職員（看護師及び准看護師）と 9人以上の看護補助者が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。

・朝 9時～夕方 17時まで看護職員及び看護補助者 1人当たりの受け持ちは 7人以内です。

・夕方 17時～深夜 1時まで看護職員及び看護補助者 1人当たりの受け持ちは 55人以内です。

・深夜 1時～朝 9時まで看護職員及び看護補助者 1人当たりの受け持ちは 55人以内です。

看護職員の看護師比率は 20％以上です。



A-7病棟（60床）

当病棟では 1日に 9人以上の看護職員（看護師及び准看護師）と 9人以上の看護補助者が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。

・朝 9時から夕方 17時まで看護職員及び看護補助者 1人当たりの受け持ちは 8人以内です。

・夕方 17時～深夜 1時まで看護職員及び看護補助者 1人当たりの受け持ちは 60人以内です。

・深夜 1時～朝 9時まで看護職員及び看護補助者 1人当たりの受け持ちは 60人以内です。

看護職員の看護師比率は 20％以上です。

A-8病棟（55床）

当病棟では 1日に 11人以上の看護職員（看護師及び准看護師）と 6人以上の看護補助者が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。

・朝 9時～夕方 17時まで看護職員 1人当たりの受け持ちは 7人以内です。看護補助者の受け持ちは 10人以内です。

・夕方 17時～深夜 1時まで看護職員 1人当たりの受け持ちは 28人以内です。

・深夜 1時～朝 9時まで看護職員 1人当たりの受け持ちは 28人以内です。

看護職員の看護師比率は 70％以上です。

B-1病棟（60床）

当病棟では 1日に 10人以上の看護職員（看護師及び准看護師）と 4人以上の看護補助者が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。

・朝 9時～夕方 17時まで看護職員 1人当たりの受け持ちは 8人以内です。看護補助者の受け持ちは 15人以内です。

・夕方 17時～深夜 1時まで看護職員 1人当たりの受け持ちは 30人以内です。

・深夜 1時～朝 9時まで看護職員 1人当たりの受け持ちは 30人以内です。

看護職員の看護師比率は 40％以上です。

B-2病棟（60床）

当病棟では 1日に 9人以上の看護職員（看護師及び准看護師）と 8人以上の看護補助者が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。

・朝 9時～夕方 17時まで看護職員 1人当たりの受け持ちは 8人以内です。看護補助者の受け持ちは 10人以内です。

・夕方 17時～深夜 1時まで看護職員 1人当たりの受け持ちは 60人以内です。看護補助者の受け持ちは 30人以内です。

・深夜 1時～朝 9時まで看護職員 1人当たりの受け持ちは 60人以内です。看護補助者の受け持ちは 30人以内です。

看護職員の看護師比率は 20％以上です。



B-3病棟（60床）

当病棟では 1日に 6人以上の看護職員（看護師及び准看護師）と 6人以上の看護補助者が勤務しています。

なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。

・朝 9時～夕方 17時まで看護職員および看護補助者 1人当たりの受け持ちは 15人以内です。

・夕方 17時～深夜 1時まで看護職員および看護補助者 1人当たりの受け持ちは 60人以内です。

・深夜 1時～朝 9時まで看護職員および看護補助者 1人当たりの受け持ちは 60人以内です。

看護職員の看護師比率は 20％以上です。

B-4病棟（60床）

当病棟では 1日に 6人以上の看護職員（看護師及び准看護師）と 6人以上の看護補助者が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。

・朝 9時～夕方 17時まで看護職員および看護補助者 1人当たりの受け持ちは 15人以内です。

・夕方 17時～深夜 1時まで看護職員および看護補助者 1人当たりの受け持ちは 60人以内です。

・深夜 1時～朝 9時まで看護職員および看護補助者 1人当たりの受け持ちは 60人以内です。

看護職員の看護師比率は 20％以上です。

B-5病棟（60床）

当病棟では 1日に 6人以上の看護職員（看護師及び准看護師）と 6人以上の看護補助者が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。

・朝 9時～夕方 17時まで看護職員および看護補助者 1人当たりの受け持ちは 15人以内です。

・夕方 17時～深夜 1時まで看護職員および看護補助者 1人当たりの受け持ちは 60人以内です。

・深夜 1時～朝 9時まで看護職員および看護補助者 1人当たりの受け持ちは 60人以内です。

看護職員の看護師比率は 20％以上です。

B-6病棟（60床）

当病棟では 1日に 6人以上の看護職員（看護師及び准看護師）と 6人以上の看護補助者が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。

・朝 9時～夕方 17時まで看護職員および看護補助者 1人当たりの受け持ちは 15人以内です。

・夕方 17時～深夜 1時まで看護職員および看護補助者 1人当たりの受け持ちは 60人以内です。

・深夜 1時～朝 9時まで看護職員および看護補助者 1人当たりの受け持ちは 60人以内です。

看護職員の看護師比率は 20％以上です。



C-1病棟（77床）

当病棟では 1日に 13人以上の看護職員（看護師及び准看護師）と 5人以上の看護補助者が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。

・朝 9時～夕方 17時まで看護職員 1人当たりの受け持ちは 7人以内です。看護補助者の受け持ちは 16人以内です。

・夕方 17時～深夜 1時まで看護職員 1人当たりの受け持ちは 39人以内です。

・深夜 1時～朝 9時まで看護職員 1人当たりの受け持ちは 39人以内です。

看護職員の看護師比率は 40％以上です。

C-3病棟（73床）

当病棟では 1日に 13人以上の看護職員（看護師及び准看護師）と 5人以上の看護補助者が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。

・朝 9時～夕方 17時まで看護職員 1人当たりの受け持ちは 7人以内です。看護補助者の受け持ちは 15人以内です。

・夕方 17時～深夜 1時まで看護職員 1人当たりの受け持ちは 37人以内です。

・深夜 1時～朝 9時まで看護職員 1人当たりの受け持ちは 37人以内です。

看護職員の看護師比率は 40％以上です。


